
①
事前協議書

の提出
事業者 ⇒ 県 ②

事前協議書写しの提出

（計画概要の説明）
事業者 ⇒ 市

【条例§6】

③
県保有情報

の提供要請
市 ⇒ 県

④
計画概要の公表

（市ホームページほか）
市

1か月程度

【条例§8】

⑤
関係住民からの意見提出

（メール、紙）
住民 ⇒ 市

公表期間＋10日程度

【条例§9】

⑥
関係住民からの

意見回答の照会
市 ⇒ 事業者

1か月程度

⑦

関係住民からの

意見回答の公表

（市ホームページほか）

市

10日程度

※②がない場合

【条例§7】

伊万里市産業廃棄物処理施設の設置等に係る生活環境の保全に関する条例

手続きの流れ


